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Ⅰ．法人の概要 

1 立学の精神 

本学院の教育は、建国の理想に遵（したが）い、平和的な国家及び社会の形成者として、高い知性

と善美な情操と高雅な徳性とを兼ね具（そな）えた有為な女性を育成するにある。特に女子総合学院

の特質に鑑（かんが）み、一貫教育の方針を堅持し、わが国女性の伝統的美風を尊重して、その民族

的使命を自覚するとともに、個性豊かな文化を創造して、新日本の建設に貢献し得べき女性の養成

を期し、その使命達成のために学園を挙げてその力を致す。 

 

２ 主な沿革 

昭和 14 年 2 月 25 日 校祖・公江喜市郎が財団法人武庫川学院を創設 

昭和 14 年 4 月 1 日 武庫川高等女学校開校 

昭和 21 年 4 月 1 日 武庫川女子専門学校開校 

昭和 22 年 4 月 1 日 武庫川学院中学校開校（平成 7 年、武庫川女子大学附属中学校に改称） 

昭和 23 年 4 月 1 日 武庫川学院高等学校開校（平成 7 年、武庫川女子大学附属高等学校に改称） 

昭和 24 年 4 月 1 日 武庫川学院女子大学開学（昭和 33 年、武庫川女子大学に改称）。学芸学部設置 

昭和 25 年 4 月 1 日 武庫川学院女子短期大学開学（昭和 60 年、武庫川女子大学短期大学部に改称） 

昭和 26 年 3 月 5 日 財団法人武庫川学院を学校法人武庫川学院に組織変更認可 

昭和 33 年 4 月 1 日 学芸学部を文学部と家政学部に改組 

昭和 34 年 4 月 1 日 音楽学部設置 

昭和 37 年 4 月 1 日 薬学部設置 

昭和 41 年 4 月 1 日 武庫川女子大学大学院修士課程開設 

昭和 54 年 4 月 1 日 武庫川女子大学附属幼稚園開園 

昭和 56 年 9 月 25 日 理事長・学院長に日下晃就任 

昭和 60 年 4 月 1 日 武庫川女子大学専攻科開設 

平成元年 4 月 1 日 武庫川女子大学大学院博士後期課程開設 

平成 2 年 6 月 1 日 米国ワシントン州スポケーン市にアメリカ分校開設 

平成 6 年 4 月 1 日 家政学部を生活環境学部に改組 

平成 13 年 9 月 2 日 理事長・学院長に大河原量就任 

平成 22 年 4 月 1 日 武庫川女子大学附属保育園開園 

平成 23 年 4 月 1 日 健康・スポーツ科学部設置 

平成 27 年 4 月 1 日 看護学部設置 

平成 31 年 4 月 1 日 教育学部設置 

令和 2 年 4 月 1 日 食物栄養科学部、建築学部、経営学部設置 

令和 5 年 4 月 1 日  心理・社会福祉学部、社会情報学部設置 

令和 7 年 4 月 1 日 環境共生学部設置 
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３ 設置する学校、学生・生徒・園児数 

（１）設置する学校

（令和７年５月１日現在） 

学校名等 学部・研究科等 学科 課程等 

武庫川女子大学大学院 文学研究科 日本語日本文学専攻 修士・博士後期 

英語英米文学専攻 修士・博士後期 

教育学専攻 修士 

臨床心理学専攻 修士 

臨床教育学研究科 臨床教育学専攻 修士・博士後期 

健康・スポーツ科学研究科 健康・スポーツ科学専攻 修士 

生活環境学研究科 食物栄養学専攻（学生募集停止） 修士・博士後期 

生活環境学専攻 修士・博士後期 

食物栄養科学研究科 食物栄養学専攻 修士・博士後期

食創造科学専攻 修士・博士後期

建築学研究科 建築学専攻 修士・博士後期

景観建築学専攻 修士・博士後期

薬学研究科 薬学専攻 博士（４年制） 

薬科学専攻 修士・博士後期 

看護学研究科 看護学専攻 修士・博士後期 

武庫川女子大学専攻科 音楽専攻科 声楽専攻 

器楽専攻 

武庫川女子大学 文学部 日本語日本文学科 

歴史文化学科 

英語グローバル学科 

心理・社会福祉学科（学生募集停止） 

教育学部 教育学科 

心理・社会福祉学部 心理学科 

社会福祉学科 

健康・スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科 

スポーツマネジメント学科

生活環境学部 生活環境学科 

食物栄養学科（学生募集停止） 

情報メディア学科（学生募集停止） 

社会情報学部 社会情報学科 

食物栄養科学部 食物栄養学科 

食創造科学科 

建築学部 建築学科 

景観建築学科 

音楽学部 演奏学科 

応用音楽学科 

薬学部 薬学科 

健康生命薬科学科 

環境共生学部 環境共生学科 

看護学部 看護学科 

経営学部 経営学科 

武庫川女子大学短期大学部 日本語文化学科（学生募集停止） 

英語キャリア・コミュニケーション学科（学生募集停止） 

幼児教育学科（学生募集停止） 

心理・人間関係学科（学生募集停止） 

食生活学科（学生募集停止） 

生活造形学科（学生募集停止） 

武庫川女子大学附属高等学校 全日制 普通科 

武庫川女子大学附属中学校 

武庫川女子大学附属幼稚園 

武庫川女子大学附属保育園 付随事業 
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（２）学生、生徒、園児数

（令和７年５月１日現在） 

※1：募集定員  ※2：令和７年４月１日現在

（3）収容定員充足率

（毎年度５月１日現在） 

学校名 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

武庫川女子大学 0.96 0.98 0.96 0.95 0.95 

小数点第３位を四捨五入 

学校名等 学部・研究科等 入学定員 入学者数 収容定員 在籍者数 

武庫川女子大学 

大学院 

文学研究科 56 15 118 50 

臨床教育学研究科 22 9 50 33 

健康・スポーツ科学研究科 20 2 40 5 

生活環境学研究科 8 2 18 10 

食物栄養科学研究科 16 7 36 16 

建築学研究科 40 66 83 129 

薬学研究科 34 7 74 16 

看護学研究科 20 9 45 39 

計 216 117 464 298 

武庫川女子大学 

専攻科 
音楽専攻科 10 0 10 0 

武庫川女子大学 文学部 430 378 1,837 1,574 

教育学部 240 266 1,025 1,056 

心理・社会福祉学部 220 250 660 702 

健康・スポーツ科学部 280 268 1,040 976 

生活環境学部 195 156 880 926 

社会情報学部 180 181 540 543 

食物栄養科学部 280 223 1,150 1,101 

建築学部 85 99 340 368 

音楽学部 50 36 200 135 

薬学部 165 175 1,250 1,016 

環境共生学部 120 31 120 31 

看護学部 80 85 320 351 

経営学部 200 224 800 856 

計 2,525 2,372 10,162 9,635 

武庫川女子大学 

短期大学部 

日本語文化学科（学生募集停止） ― ― ― 2 

英語キャリア・コミュニケーション学科（学生募集停止） ― ― ― 3 

幼児教育学科（学生募集停止） ― ― 50 32 

心理・人間関係学科（学生募集停止） ― ― ― 1 

食生活学科（学生募集停止） ― ― 40 32 

生活造形学科（学生募集停止） ― ― 60 38 

計 ― ― 150 108 

武庫川女子大学 

附属高等学校 
全日制（普通科） 

400 

※1

238 1,360 

※1

671 

武庫川女子大学附属中学校 240 

※1

117 720 

※1

376 

武庫川女子大学附属幼稚園 ― 35 105 105 

武庫川女子大学附属保育園（付随事業） ― ― 90 

※２ 

98 

※２ 
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４ 役員等の概要 

（１）役員 （理事：定数６人以上８人以内、監事：定数２人又は３人） 

（令和８年３月３１日現在） 

役職 氏名 就任年月日 常勤 業務執行 主な現職等 
理事長 大河原 量 昭和 60 年 4 月 1 日 ○ ○ 武庫川学院長 

理事 髙橋 享子 令和 4 年 4 月 1 日 ○ ○ 武庫川女子大学・同短期大学部学長 

理事 世良田 重人 令和 4 年 4 月 1 日 ○  武庫川女子大学附属高等学校・中学校校長 

理事 山﨑 彰 平成 27 年 4 月 1 日 〇  武庫川学院相談役 

理事 大河原 遼平 平成 30 年 4 月 1 日   弁護士 

理事 善塔 貴美子 令和 3 年 5 月 1 日   貴和商事(有)取締役 

理事 郡 千寿子 令和 7 年 4 月 1 日 ○  武庫川女子大学・同短期大学部副学長 

監事 谷本 敏子 令和 2 年 11 月 1 日 〇  － 

監事 塚田 茂 令和 3 年 7 月 1 日   － 

 

※役員の責任限定契約及び役員賠償責任保険契約の状況 

責任限定契約の状況 

非業務執行理事及び監事と責任限定契約を締結しています。 

・対象役員の氏名 

非業務執行理事：大河原 遼平、善塔 貴美子 

監事：谷本 敏子、塚田 茂 

・契約内容の概要 

非業務執行理事及び監事がその職務を行うに当たり善意でか

つ重大な過失がないときは、金 50 万円以上であらかじめ定め

た額と私立学校法において準用する、一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれ

か高い額を限度とする契約内容です。 

役員賠償責任保険契約の状況 

役員個人が損害賠償請求を受けるリスクの軽減のため、日本私立大学

協会が加盟校向けに創設した「私大協役員賠償保険制度」に加入していま

す。保険の更新にあたっては毎年度、理事会で決議を行っています。 

・保険内容：役員賠償責任保険 

・契約者（団体）：日本私立大学協会 

・保険期間中総支払限度額：5 億円 

・被保険者 

記 名 法 人 ： 学校法人武庫川学院 

個人被保険者： 理事及び監事、評議員、執行役員、管理職従業員、 

社外派遣役員、退任役員 

・引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 

 

（２）評議員 （定数８人又は９人） 

（令和８年３月３１日現在） 

氏名 就任年月日 主な現職等 

大野 勝利 令和 6 年 4 月 1 日 武庫川学院事務局長 

橋本 光能 令和 5 年 4 月 1 日 武庫川女子大学・同短期大学部副学長 

永田 隆子 平成 29 年 7 月 1 日 武庫川学院鳴松会幹事長 

長谷川 有紀 令和 7 年 7 月 1 日 武庫川女子大学・同短期大学部教育後援会長 

二木 由紀 令和 7 年 7 月 1 日 武庫川女子大学附属高等学校・中学校育友会長 

松本 玲子 平成 17 年 2 月 18 日 医師 

亀井 健 令和 7 年 6 月 23 日 社会福祉法人職員 

河内 鏡太郎 令和 7 年 6 月 23 日 － 

 

（3）会計監査人 

（令和８年３月３１日現在） 

氏名 就任年月日 主な現職等 

池尻 省三（公認会計士） 令和 7 年 6 月 23 日 会計事務所所長 

協立監査法人（監査法人） 令和 7 年 6 月 23 日 － 

 

（4）理事選任機関 

 ※寄附行為により、全ての理事及び全ての評議員により構成することとしています。 
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５ 組織 

（１）教学組織

令和７年４月１日現在

共 通 教 育 科

アメリカ分校 MUSC(Mukogawa Women's University U.S.Campus)

学　　　長 英 語 キ ャ リ ア ・

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科

幼 児 教 育 学 科

心 理 ・ 人 間 関 係 学 科

食 生 活 学 科

生 活 造 形 学 科

附 属 総 合 ミ ュ ー ジ ア ム
女性研究リーダー育成推進センター

ス ポ ー ツ セ ン タ ー
オ ー プ ン カ レ ッ ジ

武庫川女子大

学短期大学部
附 属 図 書 館

日 本 語 文 化 学 科

４.附属幼稚園
共 通 教 育 部

全 学 教 育 セ ン タ ー
教 育 総 合 研 究 所
女 性 活 躍 総 合 研 究 所
健 康 科 学 総 合 研 究 所

５.附属保育園学 校 教 育 セ ン タ ー

環 境 共 生 学 部 環 境 共 生 学 科

看 護 学 部 看 護 学 科

経 営 学 部 経 営 学 科

演 奏 学 科
音 楽 学 部

応 用 音 楽 学 科

薬 学 科
薬 学 部 ３.附属高等学校・中学校

健 康 生 命 薬 科 学 科

食 創 造 科 学 科

建 築 学 科
建 築 学 部

景 観 建 築 学 科

生 活 環 境 学 部 生 活 環 境 学 科

社 会 情 報 学 部 社 会 情 報 学 科

食 物 栄 養 学 科
食 物 栄 養 科 学 部

心 理 学 科
心理・ 社会 福祉 学部

社 会 福 祉 学 科

健康・スポーツ科学科
健 康 ・ ス ポ ー ツ科 学部

スポーツマネジメント学科

日 本 語 日 本 文 学 科

文 学 部 歴 史 文 化 学 科

英 語 グ ロ ー バ ル 学 科

教 育 学 部 教 育 学 科

武庫川女子大学 専 攻 科 音 楽 専 攻 科 声楽専攻

学　　　長 器楽専攻

薬学専攻(博士課程)
薬 学 研 究 科

薬科学専攻(修士課程･博士後期課程)

看 護 学 研 究 科 看護学専攻(修士課程･博士後期課程)

食創造科学専攻(修士課程･博士後期課程)

建築学専攻(修士課程･博士後期課程)
建 築 学 研 究 科

景観建築学専攻(修士課程･博士後期課程)

大 学 院 健 康 ・ ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科 健康・スポーツ科学専攻(修士課程)

生 活 環 境 学 研 究 科 生活環境学専攻(修士課程･博士後期課程)

食物栄養学専攻(修士課程･博士後期課程)
食 物 栄 養 科 学 研 究 科

日本語日本文学専攻(修士課程･博士後期課程)

英語英米文学専攻(修士課程･博士後期課程)
文 学 研 究 科

教育学専攻(修士課程)

臨床心理学専攻(修士課程)

臨 床 教 育 学 研 究 科 臨床教育学専攻(修士課程･博士後期課程)
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（２）事務組織 

 

 

（３）教職員数 
（令和７年５月１日現在） 

※兼務教員は、非常勤講師と学校教育センターの特任教授（非常勤）のみをカウント 

※本務職員には、強化コーチ・助手補・副手の教務職員を含む 

※兼務職員には、教務助手等の教務職員を含む 

 

令和７年４月１日現在

教育・研究企画課（IR推進含む）

情報システム課

人 事 部 給与課

男女共同参画推進課

総 務 部 総務課

甲 子 園 会 館

総 合 情 報 シ ス テ ム 部

監 査 室

広 報 室 広報課

企 画 部 経営企画課

常 任 理 事 会 財務課
事

務

局

経 理 部
会計課

理 事 会 管 財 部 管財課

事 業 部 事業課

評 議 員 会

研 究 推 進 セ ン タ ー

キ ャ リ ア セ ン タ ー

学 校 教 育 セ ン タ ー

学 生 相 談 セ ン タ ー

教 務 部

ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー

学 生 部

教

学

局

全 学 教 育 セ ン タ ー 全学教育推進課

社会連携推進課

リカレント教育課

研修支援課

図書課

附属保育園事務室

ア メ リ カ 分 校

外 郭 団 体

健 康 サ ポ ー ト セ ン タ ー

附 属 図 書 館

社 会 連 携 推 進 セ ン タ ー

リ カ レ ン ト 教 育 セ ン ター

丹 嶺 学 苑 研 修 セ ン タ ー

国 際 セ ン タ ー 国際課

高大連携課

学生課

学部支援課

（上甲子園キャンパス事務室、浜甲子園キャンパス事務室含む）

研究推進課

キャリア支援課

教職支援課

人事課

庶務課

庶務課

鳴 松 会

附属中学校・高等学校事務室

附属幼稚園事務室

入試課

学生相談センター事務室

教務課

区分 本部 大学 
短期 

大学部 

附属 

高 等 学 校 

附属 

中学校 

附属 

幼稚園 

附属 

保育園 
計 

教

員 

本務  456 9 49 31 8  553 

兼務  542 13 13 5 3  576 

職

員 

本務 5 190 2 4 3 0 11 215 

兼務 32 288 0 11 13 1 28 373 
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Ⅱ．事業の概要 

1 中期計画の概要 

令和 7 年 6 月 17 日に大学を共学化する方針を発表後、7 月 28 日の理事会において、令和 9

年度より 13 学部 21 学科すべてを共学化することを決定しました。学院にとって、創立以来の大き

な変革期を迎えています。大学が培ってきた多彩な学問、ジェンダーバイアスに縛られない価値意識

を、性別、国籍、年齢等の枠を超えて広げていかなければなりません。より多様な価値観が融合し、多

様な人が協働して新たな価値を生み出すことを目指し、「共学」ではなく「皆学」という言葉でこの変

革を定義し、時代の先駆けとなるべく、「武庫川大学」として歩み出すことを決めました。 

本年度は、皆学に向けた基盤整備を最優先事項として位置付け、事業を進めました。皆学後の大学

で真に求められる教育・研究・社会貢献とは何か、構想を深化させ、学院をさらに飛躍させることを

目的として、中期計画についても見直しの議論を進めています。 

ここでは、現在掲げている、“一生を描ききる女性力を。”という「MUKOJO Vision」（長期目標）、

“女性一人ひとりのライフデザインを支える総合大学として”という「MUKOJO Principles」（中期

計画）に関する概要を記載します。 

（１）MUKOJO Vision（長期目標）

一生を描ききる女性力を。 

1939 年の学院創立以来、私たちは立学の精神である、 

高い知性、善美な情操、高雅な徳性を追求し、 

女子教育に取り組んできました。 

女性の活躍がより望まれる時代を迎えた今、 

個性輝く女性を社会へ送り出すこと。 

それが、女子総合大学の果たすべき使命だと確信しています。 

自らの意志と行動力で可能性を拡げ、生涯を切り拓いていく。 

それは、立学の精神を新たな時代に向かって 

進化させていくことです。 

今こそ、女子大が変わらなくてはならない。 

一生を描ききる女性力を育む。 

武庫川学院、武庫川女子大学は 

女子教育のさらなる頂に挑みます。 
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（2）MUKOJO Principles（中期計画）

女性一人ひとりのライフデザインを支える総合大学として 

【教育】教育の質の向上と特色の探究 

①個性を育み、ライフデザイン力・生涯学習力を涵養する教育の推進

②創造性や付加価値力の育成に向けた教養教育・専門教育のさらなる充実

③文理融合型教育など横断型教育の推進

④人々や社会と繋がり、主体的に活動できる指導的女性を育成する教育の推進

⑤多様な学生・生徒の受け入れによる教育の活性化

⑥新たな価値を創造する多様な教員による教育・研究の推進

⑦中高大一貫教育の強化

⑧アメリカキャンパスを含めたグローバル教育の強化と留学生の積極的受け入れ

⑨教育の質を高める DX の推進

【研究】研究の高度化と多様性の追求 

①女性研究者やプロフェッショナル（女性専門職）育成の強化

②多様化する社会の課題解決やイノベーション創出に向けた研究の高度化

③総合大学の特長を生かした領域架橋や共同による独創的な研究の推進

④新たな価値創造を目指した女性テーマ研究の開拓

⑤研究ブランドの確立

⑥社会をリードする高度な人材育成に向けた大学院教育・研究の推進

⑦諸外国との積極的な交流による研究の活性化

⑧研究力強化のための DX の推進

【社会貢献】地域や社会の発展への貢献 

①学術・研究成果の社会還元

②社会課題の解決に向けた実践的教育や産官学共同研究の強化

③教育研究活動を通じた地域活性化への協力

④国内外の教育機関との連携・協力

⑤社会との繋がりを支援するリカレント教育の拡充

【運営】教育研究環境の充実と経営基盤の磐石化 

①教育・研究・社会貢献の高度化を支える環境の構築や DX の推進

②総合大学にふさわしい教育・研究の開拓や支援

③国際化促進ならびにダイバーシティの推進

④“教育・研究・管理運営は人なり”を追求する人材育成及び組織の活性化

⑤卒業生や支援者を含む MUKOJO コミュニティ形成の強化

⑥広報、ブランディングの戦略的推進

⑦財政的自立を目指した強固な財務・経営基盤の確立

⑧ガバナンスとコンプライアンスの強化

8



２ 武庫川女子大学・大学院、武庫川女子大学短期大学部 

令和７年度は、本学にとって「歴史的転換点」

となりました。 

女子大学として初となる環境共生学部を開

設し、13 学部 21 学科を擁する国内最大規模

の女子総合大学となりました。また、令和９年

４月からの皆学（男女共学化）と「武庫川大学」

への名称変更を発表しました。 

 

（１）将来構想に基づく学部・学科・コースの新

設・再編の促進                      

令和７年４月、

女子大学として

初となる「環境

共生学部」を設

置しました。 

また、令和８年度に音楽学部演奏学科へ新

設する「声楽・ミュージカルコース」の募集広

報を開始しました。 

 

（２）デジタル化の促進                

４月に教育・研究企画課を新設し、学内の

IR 体制を整備しました。また、教員の負担軽

減と研究実績の可視化を目的に、複数のシス

テムを一元化した「業績管理システム」の開

発・導入を決定しました。 

 

（3）学生主体の教育改革                

４月より「学生ファースト」を掲げ、学生が授

業内容を深く理解し、「自ら考え、動く」力を養

えるよう、カリキュラムのスリム化に向けた開

講科目の整理や僅少科目の見直しを進めて

います。また、基盤教育・教養教育の再定義を

行う「全学教育審議会」を設置し、組織改編の

議論を本格化させています。 

 

（４）研究体制の強化                  

科学研究費補助金や外部資金獲得、特色あ

る共同研究、学部横断型共同研究の推進、若

手教員の研究奨励と支援、研究成果の発表へ

の支援、大学間連携、女性研究リーダー育成

等を進めました。その成果として、令和７年度

「私立大学等改革総合支援事業」で、タイプ２

【特色ある高度な研究の展開】とタイプ３【地

域社会の発展への貢献（地域連携型）】に選定

されました。 

 

（５）国際化                        

外国語教育・国際交流・留学の促進・留学生

の確保に取り組みました。有志による WG を

設置し、新たな方策を検討するとともに、令

和９年度入学生から適用する外国人留学生入

試の募集要項を策定しました。 

 

（６）社会貢献への機能強化              

産学官連携への取り組み、地域社会への貢

献と支援、公開講座の充実、リカレント教育の

推進を行いました。兵庫医科大学との包括連

携協定を締結し、研究面だけでなく社会貢献

の充実を図る体制を構築しています。 

 

（７）学生募集対策                    

アドミッション・ポリシーに基づく入学定員

確保への取り組み、戦略的広報や提携校の拡

充による高大連携を推進しました。令和９年

度からの皆学を見据え、ミッションステートメ

ントとビジョンを決定し、男子学生にも魅力が

伝わるように、

在学生を起用し

た新ビジュアル

を制作・公開し

ました。 

 

（８）就職・進学対策                   

就職支援の充実、公務員対策や資格取得支

援の強化、大学院進学の促進に取り組みまし

た。本学初となる卒業３年後の「卒業生調査」

を実施し、実態分析を通じて教育成果の検証

とキャリア支援の改善に活用していきます。 
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（９）女性活躍への支援                

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（女性リーダー育成型）事業の推進、女性教員

の上位職への登用・採用比率の向上、若手研

究者の育成、卒業生・学生の夢実現への支援

を行いました。彬子女王殿下を講師に迎え、

「女性研究者の視点が拓く日本文化の新地平」

をテーマにしたシ

ン ポ ジ ウ ム を 行

い、約 1,600 人が

参加しました。

 

 

 

３つのポリシー（2025 年度） 

武庫川女子大学 

ディプロマ・ポリシー〔卒業認定・学位授与の方針〕 

武庫川女子大学は、「立学の精神」にうたわれる”高い知性・善美な情操・高雅な徳性”をそなえた自ら

考え動く人材を育成するため、以下の知識・姿勢・行動を人材育成方針「MUKOGAWA COMPASS」

として定めています。本学の定める修業年限以上在学し、「MUKOGAWA COMPASS」に基づく各学

科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）を満たした者に対し、卒業を認定し学士の学位

を授与します。 

カリキュラム・ポリシー〔教育課程編成・実施の方針〕 

武庫川女子大学は、「立学の精神」と「MUKOGAWA COMPASS」に基づくディプロマ・ポリシーに

掲げる資質・能力を持った人材を育成するため、科目分類を設け、体系的かつバランスのとれた教育課

程を編成し、個々の授業を通じて学生の資質・能力を高めます。 

アドミッション・ポリシー〔入学者受入れの方針〕 

武庫川女子大学は、「立学の精神」と「MUKOGAWA COMPASS」に共感し、これらに基づいたディ

プロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）を理解したうえで、カリキュラム・ポリシー（教育課程編

成・実施の方針） に則した教育課程を学ぶために必要な、以下に掲げる学力と意欲を有する女性の入

学を受け入れます。そのため、本学では学科試験、書類審査、面接、実技、小論文などの多様な方法を活

用して、入学希望者の知識や意欲を多面的かつ公正に評価します。 

 

一部抜粋しています。全文及び各学部・学科のポリシーや、大学院・短期大学部のポリシーについては、ホームぺージをご覧ください。 

【 https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kyoumuka/policytreemap/pdf/2025/index.html 】   

ＱＲコードはコチラ → 
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３ 武庫川女子大学附属中学校・附属高等学校 

新たに制定した、スクール・ミッションと３

つのスクール・ポリシーに基づき、「自ら考え、

動く」ことのできる生徒の育成を図るため、前

年度設置した新たな二つのコース（SOAR グ

ローバルサイエンスコース・SOAR探究コース）

の学びを深めるとともに、次の主な事業に取

り組みました。 

（１）「自ら考え、動く」力を育成する教育課程

の実施

大学の協力を得ながら、「総合的な探究の

時間（高校）」と「総合的な学習の時間（中学）」

の充実を図りました。 

合わせて、本校立学の精神を踏まえるとと

もに、新しい時代をきり拓くために必要な力

の育成を図るための教育課程を展開しました。

また、教育課程作成の意図を踏まえた授業の

実施を目指しました。 

(２)キャリア教育の推進

人生百年時代

を見据え、「一生

を描ききる女性

力」を育成するた

め、系統立てた

キャリア教育を

展開しました。 

また、自ら考えて動くことのできる生徒の

育成を図るため、武庫川フェスティバルの開

催時期を変えるなど、学校行事全体を大きく

見直しました。 

(3)中高大連携の強化

「先取り履修」の一層の定着を図りました。

本年度、「総合的な探究の時間」において、

教育学部・経営学部等と連携した探究活動が

本格的に始まりました。また女性活躍総合研

究所の協力を得、「ＭＵＫＯＪＯ未来教育プロ

グラム SOAR」の導入部分を、昨年に引き続

き中高で実施しました。 

（４）きめ細かな生徒指導

自ら考え動くことができる生徒の育成を目

指し、自主的な活動を支援する生徒指導に取

り組みました。 

また、サポートルーム等の活用に全職員で

取り組み、年々増加している特別な配慮を要

する生徒が、登校し諸活動が行いやすくなる

よう取り組みました。 

心身ともに健

全な生徒の育成

を目指し、新入

生の部活動参加

の奨励を行うな

ど、部活動の活性化、特色化も取り組みまし

た。 

（５）教職員の研修の充実

教職員の力量を高めるべく、以下の項目の

研修に取り組みました。 

① 本校の使命

② 授業研究

③ 生徒指導

④ 特別な支援

⑤ 人権教育

⑥ ＤＸ推進

⑦ コンプライアンス（情報セキュリティ等）
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４ 武庫川女子大学附属幼稚園 

大学の附属幼稚園として教育学部や他学

部との連携を密にした取り組みを展開したり、

教育課程の再編成を行ったりして、教育の質

の向上を目指しました。環境面では、毎日の

園庭活動における熱中症予防対策として、日

陰となる簡易テントを導入し、幼児にとって

望ましい環境を整えながら、心身ともに豊か

な幼児の育成を目指して教育を推進しました。 

 

(1)教育について                     

幼児期は、活動意欲が高まる時期であり、

「幼児期の終わりまでに育ってほしい『10』の

姿」を踏まえ、遊びの中で好奇心や探求心を

育て、思考力の芽生えを培っていくことをめ

ざして、家庭とも連携して教育を推進してき

ました。特に、心と体の健康は相互に密接な

関係があることを踏まえ、運動活動の教具を

充実させ、幼児の発達・運動能力・活動のより

豊かな向上を図り

ました。さらに、遊

びの幅が豊かに広

がるように、タブレ

ットやデジタルマイ

クロスコープなどのＩＣＴ機器を活用して保育

を展開してきました。 

また、幼児が心身ともに調和のとれた発達

を遂げるために、一人一人の子どもが自分の

思う事や考えを自分らしく表現できるよう、

言葉に視点をあてて研究を進めてきました。

毎週実施している絵本の貸し出しでは、図書

除菌機を活用し、安心して絵本に親しむ環境

を整え、読み聞かせなどの様々な絵本活動を

通じて幼児の言語能力や理解力、心の発達を

促すことができるように教育内容を検討し実

践しました。 

 

(2)保育の研究、職員研修について         

幼児の実態から課題を読み取り、ねらいを

明確にもち、昨年度に引き続き、教育課程の

編成および指導計画の見直しを行い、保育実

践をまとめた『武庫川女子大学附属幼稚園研

究紀要第４集』を発行しました。 

その他にも、いろいろな研修会に参加して、

自らの専門性の向上を図り、学んだ内容を園

全体で共有し、教育内容の充実、保育実践の

質および専門性の向上を図ることにつないで

きました。 

 

(3)大学、附属中学校・附属高等学校、附属保

育園との連携について                    

大学の健康・スポーツ科学部と連携した「運

動遊び」では、幼児の実態に応じた指導を仰

ぎ、園内でも実践の充実に努め、研究データ

を基に話し合い、次年度へつなぐことを確認

しました。また、食物栄養科学部の学生との

食育教育、生活環境学部の学生とのキッズド

リームウエア活動、音楽学部の学生との音楽

コンサート、各学部等の学生の卒業研究への

協力、大学の産学連携協定の活動の一環とし

て『武庫川女子大学×日清シスコ未来プロジ

ェクト』に５歳児親子が参加しました。 

国 際 交 流 と し

て、アメリカのモン

タナ大学の学生と

一緒に遊び、いろ

いろな国の方と触

れ合う機会をもちました。 

附属中学校・附属高等学校の「連携による

探究活動」の授業（年６回）、附属中学校・附属

高等学校で附属保育園の園児や保護者と一

緒に保護者も含めての交流会、附属保育園と

の５歳児同士の交流活動を行いました。 

また、保護者より要望の多かった「運動会」

および「修了式」のライブ配信を行い、保護者

から大変好評を得、今後も継続していく予定

です。 
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(1)豊かな発達支援と保育サービスの向上   

西宮市私立保育協会や西宮市主催の研修

では、対面もしくは ZOOM を選択できるも

のが多くなったことにより、保育体制が厳し

い日でも園内で研修を受講することで研修の

所要時間の削減を図ることができました。ま

た、保育 ICT「コドモン」の導入により、保護者

への連絡ツールの充実と、保育士の業務改善

も進めているところです。コドモンでは短時

間の ZOOM 研修が随時配信されるため、保

育士一人一人に適した内容の研修を、子ども

の午睡時間内に受けられるよう時間と参加人

数の工夫を行いました。 

大学の食物栄

養科学部の研究

では、「苦手食材

克服メニュー」の

実施や、「噛むを

はかる」咀嚼研

究プログラムへの継続的な参加によって、食

育活動が更に充実し、子どもも職員も共に学

びを重ねています。 

 

(2)保護者支援の取り組み              

今年度は全クラスの保護者に「一日保育士

体験」を実施しました。6 月～12 月までの一

日、各クラスに 1 名の保護者に 9 時～15 時

まで保育士としてクラスに入っていただきま

した。保育士の仕事の補助ではなく、園の保

育を理解していただくこと、行事では見るこ

とができない子どもたちの日常を見ていた

だくことを目的として実施しました。希望者に

は有料で給食の提供をし、午睡時には個人懇

談を行い、時間があれば年長児のクラスに入

ってくださった方もおられました。保護者だ

けではなく子どもからも好評で、担任と保護

者との関係が深まる良い機会になりました。 

(3)地域子育て支援・福祉サービス                            

一時預かり保育は大変需要が多く、今年度

は登録者数が 50 名以上になり必要としてい

る方の利用が困難になった為、年度途中から

は新たな登録をお断りせざるを得ない状況

になりました。利用が最も多い 0 歳児につい

ては、担当保育士 1 名では預かり人数が限ら

れてしまうため、保育体制の見直しが必要だ

と考えています。 

今年度も子育てひろばと連携し、園長の講

話だけではなく看護師や栄養士が地域の保

護者に向けて話をする機会をいただき、延べ

183 名の保護者が参加してくださいました。

また、地域の老人会との交流は運動会の見学

を含めると全 5

回、附属幼稚園

との交流会は新

たに計画し 3 回

実施することが

できました。中

学生のトライやるウィークでは、学文中学校と

鳴尾中学校から計 10 名を受け入れました。  

 

(4)大学附属としての役割を担った取り組み  

中高生との交流会への参加や、オーケスト

ラ部とのサマーコンサートは地域の方を園に

招待し、継続して実施しています。 

学生ボランティアは延べ 811 名（前期・夏

休み・後期）の学生が附属保育園の保育に参

加されました。 

実習については教育学部、心理・社会福祉

学部、食物栄養科学部、看護学部の実習生を

受け入れました。また他大学からの実習生の

依頼もあり、今年度に続いて次年度も受け入

れる予定です。また、大学連携授業で仁川学

院高校の生徒が手作り絵本の読み聞かせの

実習を行いました。 

他にも阪神タイガース優勝西宮市民報告会

では 5 歳児が選手への花束贈呈に参加させ

ていただくなど、園児たちは様々な経験を積

み重ねることができました。  

５ 武庫川女子大学附属保育園 
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６ 事務局 

中期計画の基軸である MUKOJO Principles

の実現に向け、次の５つの重点目標を掲げ、

その実現に注力しました。 

①入学定員、収容定員の充足につながる 

取り組みの強化 

②時代のニーズに則した教育環境、体制づくり 

③外部資金獲得のための対応、環境整備、 

支援の強化 

④内部統制システムの充実 

⑤危機管理体制整備と運用の実質化 

 

また、事務局業務全般に対して、人材育成

方針である MUKOGAWA COMPASS を

事務職員の行動規範として強く意識し、着実

に以下の取り組みを進めました。 

 

(1)教育研究の質的向上とキャンパス整備       

学修者本位の教育の実現に向けた教育改

革の推進、MUSC（アメリカ分校）との連携強

化および運営支援、学際的・共同研究や外部

資金獲得等、研究活動の活性化、研究活動の

活性化、産学官連携・交流拡大、地域貢献の

積極的推進、リカレント教育事業の推進、施設

設備整備・維持計画と防災等の危機管理体制

の整備に取り組みました。 

 

(2)働き方改革の推進                   

他者を尊重し、配慮する「こころ」を基盤と

した業務対応、PDCA を機能させ、ムダ・ム

リ・ムラを排除する業務改善、ICT・DX 化の

推進と業務のスリム化、超過時間勤務の削減、

年次有給休暇の積極的取得、SD・FD や各種

研修の積極的参

加による職員力

の向上、情報の

共有化と横断的

な連携協力体制

の促進、若手職員・女性職員の積極的登用に

よる組織の活性化に取り組みました。  

(3)学生生徒・卒業生・父母等を加えた「教職

学卒保協働」の視点に立った満足度や信頼感

の向上                          

本学院の優位性と特色を活かした広報戦

略と学生・生徒・園児募集の強化、キャリア教

育の推進、就職および資格取得支援、安心・安

全・快適な学生生活のための環境の充実、奨

学金制度の充実、スポーツ・文化活動への支

援、メンタルヘルスを含めた健康維持・増進と

合理的配慮の充

実、学友会、校友

会、教育後援会、

育友会および鳴

松会の活動支援

の取り組みを進

めました。 

 

 

(4)健全で安定的な財政基盤の確立         

優先順位の再考と選択と集中による資金

の有効活用、予測可能な緊急事態に備えての

財源確保、中期事業計画・財政計画に基づく

堅実な資金管理と運用、業務委託契約内容の

精査による費用対効果の向上に取り組みまし

た。
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Ⅲ．財務の概要 

1 令和 7 年度決算の概要 

（1）令和 7 年度 貸借対照表について 

資産の部については、校地校舎等の有形固定

資産 960 億 9,639 万円、特定資産 932 億

6,722 万円、その他の固定資産 4 億 4,701

万円および現預金等の流動資産 65 億 9,971

万円からなります。 

固定資産は前年度末と比べ 5 億 3,009 万

円増加しました。 

流動資産については、前年度末と比べ 2 億

783 万円減少しました。 

負債の部については、長期借入金および退職

給与引当金等の固定負債 48 億 2,239 万円

と、前受金などの流動負債 41 億 6,594 万円

からなり、合計 89 億 8,833 万円で前年度末

と比べ 4 億 2,464 万円増加しました。 

 

基本金については、5 億 6,419 万円増加し

ました。 

 

繰越収支差額については、翌年度繰越収支差

額は△31 億 2,339 万円となりました。 

 

純資産の部合計は、固定資産に流動資産を加

えた資産の部合計 1,964 億 1,034 万円から

総負債 89 億 8,833 万円を差し引いた額

1,874 億 2,201 万円となります。 

 

負債及び純資産の部合計 1,964 億 1,034

万円については、負債の部合計 89 億 8,833

万円と純資産の部合計 1,874 億 2,201 万円

を加えた合計額です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表 

『貸借対照表』は、学校法人の一定時点（決算期末日）における

資産・負債・純資産の内容および金額を明示し、学校法人として

の財政状態を明らかにするものです。 

言い換えますと、年度末における法人の資産額を明らかにし、

その資産額が借入金・前受金等の負債、自己資金により調達した

基本金および事業活動収支計算書当年度収支差額、前年度繰越

収支差額、基本金取崩額を集計した額の繰越収支差額からなっ

ていることを表示しています。 
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（２）令和 7 年度 事業活動収支計算書について 

①教育活動収支 

収入面では、学生生徒等納付金は 148 億

3,090 万円、手数料が 3 億 6,717 万円、寄

付金 3,631 万円、経常費等補助金 33 億

8,156 万円、付随事業収入 2 億 2,254 万

円、雑収入 5 億 3,223 万円となり、教育活

動収入計は、193 億 7,071 万円となりまし

た。 

一方、支出面では、人件費 103 億 400 万

円、教育研究経費 87 億 2,265 万円、管理

経費 16 億 9,437 万円となり、教育活動支

出計は、207 億 2,102 万円となりました。 

これら収支の状況から、教育活動収支は

13 億 5,031 万円の支出超過となりました。 

②教育活動外収支（～経常収支） 

収入は、受取利息・配当金で 16 億 6,592

万円、支出は、借入金等利息で 1,500 万円

となり,この結果、教育活動外収支は 16 億

5,092 万円の収入超過となりました。 

教育活動、教育活動外の各収支差額を合計

すると、経常収支差額は 3 億 61 万円の収入

超過となりました。 

 

③特別収支（～基本金組入前収支差額） 

特別収入は資産売却差額、施設設備寄付

金、現物寄付、施設設備補助金の 6 億 606

万円、特別支出は建物や図書などの資産処分

差額、過年度修正額の 10 億 904 万円とな

りました。 

この結果、特別収支は 4 億 298 万円の支

出超過となり、基本金組入前当年度収支差額

は 1 億 237 万円の支出超過となりました。 

④基本金組入額 

第１号基本金に、本年度取得した建物・構築

物などの有形固定資産の取得額から、除却等

による減少高を控除した額を組み入れました。

第３号基本金は、４種類の奨学基金において、

運用果実を組入れ、それぞれの目的の事業に

要した額を取り崩しました。 

これらの結果、本年度の基本金組入額は 5

億 6,419 万円となりました。 

 

⑤当年度収支差額、翌年度繰越額 

以上により、令和７年度の当年度収支差額

は 6 億 6,657 万円の支出超過となり、翌年

度繰越支出超過額は、31 億 2,339 万円と

なりました。

 

 

 

 

 

 

 

事業活動収支計算書 

 『事業活動収支計算書』は、学校法人の当該会計年度における

教育研究活動とそのほかの動きを学校法人会計基準に基づき表

示した資料です。 

①教育活動収支、②教育活動外収支、③特別収支の 3 つの区

分で表示し、①と②の合計が経常収支となり、③の特別収支を合

計し、基本金組入前収支差額を求め、そして基本金組入額を差し

引き、当年度収支差額を計算しています。 

事業活動収支計算書は、学校法人の財政の永続的な維持を図

るにあたっての資料を提供するもので、毎会計年度に当該会計

年度中における事業活動収入、事業活動支出の内容および均衡

の状態を明らかにするために作成される報告書です。いわば、事

業活動収支計算書は採算状況を表し、貸借対照表と合わせて財

政の健全性を表示するものです。 
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（3）令和 7 年度 資金収支計算書について 

①資金収支決算 

令和７年度資金収支決算は、前年度繰越支

払資金 59 億 270 万円に対し、収入総額が

234 億 9,177 万円、支出総額が 233 億

9,959 万円となり、支払資金として 9,218

万円増加し、翌年度繰越支払資金は 59 億

9,488 万円となりました。

②収入の部 

学生生徒等納付金収入は 148 億 3,090

万円で、学生生徒園児等の所定の授業料収入

のほか、入学金収入・実験実習料収入・教育充

実費収入などを含みます。 

手数料収入は 3 億 6,717 万円で、主なも

のは入学検定料収入です。 

寄付金収入は 5,896 万円で、学院創立

80 周年記念「夢と虹基金」および「キャンパ

ス環境整備支援基金」への寄付金、企業から

の研究助成寄付金や奨学資金などです。 

補助金収入は 39 億 3,321 万円で、国庫

補助金収入と地方公共団体補助金収入が主

なもので、国庫補助金は、私立大学等経常費

補助金のほか、修学支援新制度授業料等減免

交付金、保育園の子どものための教育・保育

給付費などです。地方公共団体補助金は、兵

庫県経常費補助金、授業料軽減補助金、大阪

府の私立高等学校等授業料無償化制度（授業

料支援補助金）や西宮市私学振興補助金、保

育園の西宮市特定教育・保育施設助成金など

が含まれます。 

資産売却収入は 4,052 万円で、土地売却

およびピアノ買替に伴う売却収入です。 

付随事業・収益事業収入は 2 億 2,254 万

円で、学寮などの補助活動収入、診療所収入、

オープンカレッジなど各種公開講座収入、企

業からの委託研究などの受託事業収入、預り

保育事業収入、保育所収入です。 

 受取利息・配当金収入は 16 億 6,592 万円

で、第３号基本金引当特定資産（奨学基金運用

資産）、学術研究振興引当特定資産、減価償却

引当特定資産などの運用による受取利息・配当

金です。 

雑収入は 5 億 3,223 万円で、私大退職金財

団および県退職金財団からの交付金収入、科学

研究費補助金間接経費（科学研究費補助金の内

の学校経費補助金）、施設設備利用料収入が主

なものです。 

前受金収入は 24 億 393 万円で、３月末を

決算期とするため翌年度に入学する学生生徒

園児の納付金および学寮などの補助活動の各

種前受金を含みます。 

その他の収入は 21 億 6,884 万円で、第３

号基本金引当特定資産、減価償却引当特定資

産などからの取崩収入、学生貸付金回収収入、

前期末未収入金収入のほか、修学旅行費などの

預り金受入収入などです。 

資金収入調整勘定は△27 億 3,245 万円で、

以上の資金収入のうち、期末時点で未収入金と

なったものと、前年度に入金済の前期末前受金

の額を控除するものであり、これにより当年度

の資金の実質的な収入額を明らかにするもの

です。  

資金収支計算書 

『資金収支計算書』は、学校法人の当該会計年度の諸活動に対応

するすべての収入と支出の内容を明らかにすることと、当該年

度における支払資金の経緯・てん末を明らかにすることを目的

としています。すなわち、資金の動きをすべて網羅した計算書

で、収入には学納金収入はもとより補助金収入・前受金収入・預

り金収入などが含まれ､ 支出では人件費支出をはじめ諸経費・

資産運用支出・前払金支払支出などが含まれます。実際の支払

資金の収入および支出は、当該年度に収入すべき額・支出すべ

き額に前年度末と当年度末の未収入金・未払金・前払金・前受金

を加減算して表現しています。 
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③支出の部 

人件費支出は 101 億 7,250 万円で、本

務教職員給与、兼務教職員給与、退職金、所

定福利費などの支出です。 

経費は主たる使途にしたがって教育研究

経費と管理経費に区分します。 

教育研究経費支出は 55 億 4,539 万円

で、大学・短期大学部、附属高等学校・中学校、

附属幼稚園の教育研究活動に要した経費で

す。次の管理経費ともども各部門において支

出抑制を図るなど経費削減に努めました。 

管理経費支出は 14 億 950 万円で、学生

生徒園児の募集経費や広報活動などに要し

た経費のほか、教育研究活動以外に使用する

施設などの維持管理に要した経費、学寮・食

堂・売店や保育所経費など法人業務活動に要

した経費です。 

借入金等利息支出は 1,500 万円で、教育

環境整備費に充当した過年度借入金に係る

利息です。 

施設関係支出は 17 億 7,736 万円で、土

地支出、建物支出、構築物支出です。 

設備関係支出は 8 億 3,841 万円で、教育

研究用並びに管理用機器備品、図書支出およ

び車輌支出です。

 

資産運用支出は 27 億 1,146 万円で、第３

号基本金引当特定資産繰入支出のほか、施設拡

充引当特定資産繰入支出、減価償却引当特定

資産繰入支出、危機対応資金引当特定資産繰

入支出などに充てるための各種引当特定資産

への支出等です。 

その他の支出は 13 億 9,906 万円で、学生

長期貸付金、学生短期貸付金、前期末未払金、

修学旅行費などの預り金、前払金などの支払支

出です。 

資金支出調整勘定は△4 億 6,908 万円で、

上述の資金支出のなかに、本年度に資金の動き

がなく期末時点で未払金となったもの（各事業

団共済掛金や３月分光熱水費など）、および前

年度に支払済の前期末前払金（洋雑誌費や通勤

手当など）を控除して、当年度の資金の実質的

な支出額を明らかにするものです。

 

(本文中の金額については､原則四捨五入により万円単位で表示しています｡合計で数値が計算上一致しない場合があります。) 
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２ 計算書等の経年比較等 

（１）貸借対照表 

 

 

 
  

（単位：千円）

令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末

固定資産 182,883,921 183,497,215 185,883,541 189,280,531 189,810,625

流動資産 7,412,401 6,524,715 9,222,607 6,807,543 6,599,715

資産の部合計 190,296,322 190,021,930 195,106,148 196,088,074 196,410,340

固定負債 2,605,670 2,551,195 5,039,784 4,987,542 4,822,388

流動負債 3,606,041 3,262,452 3,373,053 3,576,146 4,165,940

負債の部合計 6,211,711 5,813,647 8,412,837 8,563,688 8,988,328

基本金 187,121,817 186,228,174 187,037,617 189,981,207 190,545,402

繰越収支差額 △ 3,037,207 △ 2,019,891 △ 344,306 △ 2,456,822 △ 3,123,391

純資産の部合計 184,084,611 184,208,283 186,693,311 187,524,386 187,422,012

負債及び純資産の部合計 190,296,322 190,021,930 195,106,148 196,088,074 196,410,340
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（２）事業活動収支計算書 

 

（単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

教育活動収支

　事業活動収入の部

　　学生生徒等納付金 14,266,714 14,811,886 14,761,874 14,587,146 14,830,904

　　手数料 452,039 409,281 361,313 388,581 367,174

　　寄付金 51,439 51,498 53,799 21,019 36,306

　　経常費等補助金 2,122,584 2,142,465 2,361,294 2,398,885 3,381,559

　　付随事業収入 196,156 177,812 194,880 212,050 222,539

　　雑収入 500,984 683,709 551,004 793,299 532,227

　　教育活動収入計 17,589,916 18,276,651 18,284,164 18,400,980 19,370,709

　事業活動支出の部

　　人件費 9,779,824 9,977,343 9,922,362 10,274,105 10,304,002

　　教育研究経費 7,899,253 8,105,692 7,429,153 7,277,715 8,722,651

　　管理経費 1,630,761 1,529,587 1,516,292 1,489,380 1,694,371

　　徴収不能額等 0 0 58 0 0

　　教育活動支出計 19,309,838 19,612,622 18,867,865 19,041,200 20,721,024

　教育活動収支差額 △ 1,719,922 △ 1,335,971 △ 583,701 △ 640,220 △ 1,350,315

教育活動外収支

　事業活動収入の部

　　受取利息・配当金 1,531,526 2,422,656 3,090,835 1,964,829 1,665,921

　　その他の教育活動外収入 0 0 17,121 0 0

　　教育活動外収入計 1,531,526 2,422,656 3,107,956 1,964,829 1,665,921

　事業活動支出の部

　　借入金等利息 0 0 0 14,692 15,000

　　その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0

　　教育活動外支出計 0 0 0 14,692 15,000

　教育活動外収支差額 1,531,526 2,422,656 3,107,956 1,950,137 1,650,921

経常収支差額 △ 188,396 1,086,685 2,524,255 1,309,917 300,606

特別収支

　事業活動収入の部

　　資産売却差額 380,439 489 440 440 385

　　その他の特別収入 34,618 39,119 28,181 36,598 605,678

　　特別収入計 415,057 39,608 28,621 37,038 606,063

　事業活動支出の部

　　資産処分差額 360,787 1,002,621 67,847 515,880 386,637

　　その他の特別支出 0 0 0 0 622,406

　　特別支出計 360,787 1,002,621 67,847 515,880 1,009,043

　特別収支差額 54,270 △ 963,013 △ 39,226 △ 478,842 △ 402,980

基本金組入前当年度収支差額 △ 134,126 123,672 2,485,028 831,075 △ 102,374

基本金組入額合計 △ 1,136,515 0 △ 809,442 △ 2,943,591 △ 564,195

当年度収支差額 △ 1,270,641 123,672 1,675,586 △ 2,112,516 △ 666,569

前年度繰越収支差額 △ 1,766,566 △ 3,037,207 △ 2,019,891 △ 344,306 △ 2,456,822

基本金取崩額 0 893,644 0 0 0

翌年度繰越収支差額 △ 3,037,207 △ 2,019,891 △ 344,306 △ 2,456,822 △ 3,123,391

（参考）

事業活動収入計 19,536,499 20,738,914 21,420,741 20,402,847 21,642,694

事業活動支出計 19,670,625 20,615,243 18,935,713 19,571,772 21,745,068
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（3）資金収支計算書

 

  

（単位：千円）

収入の部 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

学生生徒等納付金収入 14,266,714 14,811,886 14,761,874 14,587,146 14,830,903

手数料収入 452,039 409,281 361,313 388,581 367,174

寄付金収入 45,536 48,318 51,613 39,844 58,956

補助金収入 2,130,284 2,151,370 2,361,294 2,398,885 3,933,210

資産売却収入 540 494 440 440 40,517

付随事業・収益事業収入 196,156 177,812 194,879 212,050 222,539

受取利息・配当金収入 1,531,526 2,422,656 3,090,835 1,964,829 1,665,921

雑収入 500,984 683,709 568,125 793,299 532,227

借入金等収入 0 0 2,500,000 0 0

前受金収入 2,585,815 2,417,810 2,444,753 2,358,956 2,403,930

その他の収入 3,557,867 2,413,488 2,793,021 2,233,160 2,168,842

資金収入調整勘定 △ 2,657,153 △ 3,101,735 △ 2,801,065 △ 3,101,219 △ 2,732,453

前年度繰越支払資金 7,832,782 6,803,819 5,792,959 8,585,944 5,902,697

収入の部合計 30,443,090 29,238,908 32,120,041 30,461,915 29,394,463

支出の部 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

人件費支出 9,720,194 10,031,876 9,933,774 10,326,268 10,172,498

教育研究経費支出 4,941,914 5,176,923 4,766,418 4,662,595 5,545,386

管理経費支出 1,202,444 1,140,493 1,168,993 1,169,887 1,409,502

借入金等利息支出 0 0 0 14,692 15,000

借入金等返済支出 0 0 0 0 0

施設関係支出 3,945,612 2,013,189 2,144,446 4,333,194 1,777,360

設備関係支出 856,141 726,397 344,726 631,394 838,413

資産運用支出 2,430,238 3,494,694 4,561,396 3,013,599 2,711,456

その他の支出 1,060,766 1,229,227 1,054,952 1,112,693 1,399,055

資金支出調整勘定 △ 518,038 △ 366,850 △ 440,607 △ 705,104 △ 469,083

翌年度繰越支払資金 6,803,819 5,792,959 8,585,943 5,902,697 5,994,876

支出の部合計 30,443,090 29,238,908 32,120,041 30,461,915 29,394,463
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（4）活動区分別資金収支計算書

（単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

教育活動による資金収支

　教育活動資金収入計 17,584,014 18,273,471 18,281,978 18,399,805 19,368,358

　教育活動資金支出計 15,864,553 16,349,293 15,869,185 16,158,751 17,086,829

　差引 1,719,461 1,924,178 2,412,793 2,241,054 2,281,529

　調整勘定等 372,893 △ 343,329 232,700 △ 377,445 336,585

　教育活動資金収支差額 2,092,354 1,580,849 2,645,493 1,863,609 2,618,114

施設整備等活動による資金収支

　施設整備等活動資金収入計 2,308,240 1,209,399 1,247,440 1,020,440 1,389,168

　施設整備等活動資金支出計 5,458,154 3,664,036 4,133,022 6,065,401 3,485,426

　差引 △ 3,149,914 △ 2,454,637 △ 2,885,582 △ 5,044,961 △ 2,096,258

　調整勘定等 100,129 △ 113,267 △ 374 285,752 △ 285,752

　施設整備等活動資金収支差額 △ 3,049,785 △ 2,567,904 △ 2,885,956 △ 4,759,209 △ 2,382,010

小計（教育活動資金収支差額＋施
設整備等活動資金収支差額）

△ 957,431 △ 987,055 △ 240,463 △ 2,895,600 236,104

その他の活動による資金収支

　その他の活動資金収入計 2,425,479 3,269,058 6,638,116 2,814,733 2,406,355

　その他の活動資金支出計 2,496,932 3,292,863 3,604,669 2,602,380 2,590,834

　差引 △ 71,453 △ 23,805 3,033,447 212,353 △ 184,479

　調整勘定等 △ 78 0 0 0 40,555

　その他の活動資金収支差額 △ 71,531 △ 23,805 3,033,447 212,353 △ 143,924

支払資金の増減額（小計＋その他
の活動資金収支差額）

△ 1,028,962 △ 1,010,860 2,792,984 △ 2,683,247 92,180

前年度繰越支払資金 7,832,782 6,803,819 5,792,959 8,585,944 5,902,697

翌年度繰越支払資金 6,803,819 5,792,959 8,585,944 5,902,697 5,994,876
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（5）財務比率 

 

 

 

  

比率名 算式 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

経常収支差額比率 経常収支差額/経常収入 -1.0% 5.2% 11.8% 6.4% 1.4%

事業活動収支差額比率 基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入 -0.7% 0.6% 11.6% 4.1% -0.5%

学生生徒等納付金比率 学生生徒等納付金/経常収入 74.6% 71.6% 69.0% 71.6% 70.5%

人件費比率 人件費/経常収入 51.1% 48.2% 46.4% 50.4% 49.0%

人件費依存率 人件費/学生生徒納付金 68.5% 67.4% 67.2% 70.4% 69.5%

教育研究経費比率 教育研究経費/経常収入 41.3% 39.2% 34.7% 35.7% 41.5%

管理経費比率 管理経費/経常収入 8.5% 7.4% 7.1% 7.3% 8.1%

流動比率 流動資産/流動負債 205.6% 200.0% 273.4% 190.4% 158.4%

負債比率 総負債/純資産 3.4% 3.2% 4.5% 4.6% 4.8%

純資産構成比率 純資産/（総負債＋純資産） 96.7% 96.9% 95.7% 95.6% 95.4%

基本金比率 基本金/基本金要組入額※

※基本金要組入額＝基本金＋基本金未組入額
99.9% 100.0% 100.0% 99.8% 100.0%

教育活動資金収支差額比率 教育活動資金収支差額/教育活動資金収入計 11.9% 8.7% 14.5% 10.1% 13.7%
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（6）収益事業の状況

①貸借対照表

(単位：千円)

（第 14 期） 

令和 2 年度末 

（第 15 期） 

令和 3 年度末 

（第 16 期） 

令和 4 年度末 

（第 17 期） 

令和 5 年度末 

（第 18 期） 

令和 6 年度末 

（第 19 期） 

令和 7 年度末 

流動資産 95,258 60,979 76,865 94,330 108,187 97,299 

固定資産 4,474 11,972 8,976 6,099 3,433 1,006 

資産合計 99,732 72,951 85,841 100,429 111,620 98,305 

流動負債 19,467 21,744 25,941 27,331 29,732 15,289 

固定負債 ― ― ― ― ― ― 

負債合計 19,467 21,744 25,941 27,331 29,732 15,289 

純資産合計 80,265 51,207 59,900 73,098 81,888 83,016 

負債・純資産合計 99,732 72,951 85,841 100,429 111,620 98,305 

②損益計算書

(単位：千円)

（第 14 期） 

令和 2 年度 

（第 15 期） 

令和 3 年度 

（第 16 期） 

令和 4 年度 

（第 17 期） 

令和 5 年度 

（第 18 期） 

令和 6 年度 

（第 19 期） 

令和 7 年度 

売上高 411,936 427,181 405,728 397,997 122,456 110,706 

売上原価 396,125 408,320 372,877 365,079 92,717 89,045 

販売管理費 45,963 48,151 25,404 24,052 21,046 20,695 

営業外損益 4,238 233 1,245 4,332 97 162 

特別損益 0 0 0 0 0 0 

当期純損益 △25,914 △29,057 8,692 13,198 8,790 1,128 
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Ⅳ．内部統制システムの整備及び運用状況の概要 

1 関係する決議の概要 

本法人は、理事会において、理事の職務執行が法令・寄附行為に適合すること及び業務の適正を

確保するための体制の整備に関する基本方針を決定しました。本基本方針に基づき、必要な規則等

を整備し、適正な運営を行っています。 

学校法人武庫川学院 内部統制システム整備の基本方針（令和 7 年 1 月 27 日決定） 

１．経営に関する管理体制 

① 理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・寄附行為に従い、必要な事

項については評議員会の意見を聴いたうえで、業務執行上の重要事項を審議・決定するととも

に、理事の職務執行を監督する。

② 寄附行為並びに「理事会運営規則」及び「評議員会運営規則」に基づき、理事会及び評議員会の

役割、権限及び体制を明確にし、適切な理事会及び評議員会の運営を行う。

③ 寄附行為及び理事会決定に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適

切かつ迅速な推進を図る。

④ 職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的

な業務執行と有効性・効率性を高める。

⑤ 理事会、評議員会、常任理事会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報につい

ては、寄附行為及び「文書取扱規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理する。

⑥ 業務執行機関からの独立性を有する監査室を設置し、業務の適正及び効率性を確保するため、

業務を執行する各部の職務執行状況等を定期的に監査する。

２．リスク管理に関する体制 

① リスク管理に関し、体制及び「危機管理規程」を整備し、役割権限、リスクの評価法、リスク対応方

法等を明確にする。

② 「個人情報保護方針」及び 個人情報保護に関する諸規程に基づき、個人情報の保護と適切な管

理を行う。

③ 事業活動に関するリスクについては、法令及び本法人の規程等に基づき、職務執行部署が自律

的に管理することを基本とする。

④ リスクの統括管理については、総務部が一元的に行い、監査室は重要リスクが漏れなく適切に管

理されているかを適宜監査し、その結果について業務を執行する理事及び理事会に報告する。

⑤ 本法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、理事会で審議し、必

要に応じて対策等の必要な事項を決定する。

⑥ 災害、事故その他の緊急時に備え、対応組織や情報連絡体制等について規程等を定めるととも

に、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。

⑦ 研究活動について、内部牽制機能による研究費の適正経理、研究不正の防止及び知的財産の保

護を確保するため、規程等を定めるとともに、必要な措置を講じる。

⑧ 理事会は、定期的に、業務執行に関するリスクを特定し、見直すとともに、リスク管理体制につい

ても見直しを行う。
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３．コンプライアンスに関する管理体制 

① 理事及び職員が法令並びに寄附行為及び本法人の規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業

活動等を行う組織風土を高めるために、「コンプライアンス規程」を定める。

② 本法人のすべての役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に

関わる役職員への教育及び啓発活動を継続して実施、周知徹底を図る。

③ 本法人の内外から匿名相談できる通報窓口を常設して、不正の未然防止を図るとともに、速や

かな調査と是正を行う体制を推進する。通報窓口又は監事に対しコンプライアンスに関する相談

又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。

④ 監査室は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を理

事会に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。

⑤ 法令・寄附行為違反等の行為が発見された場合には、「コンプライアンス規程」に従って、理事会

において迅速に状況を把握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応する。

４．監査環境の整備（監事の監査業務の適正性を確保するための体制） 

① 監事は、「監事監査規程」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。

② 監事は、理事会、評議員会、常任理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及

び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。

③ 監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備について、その決議及び決定内容の適正性

について監査を行う。

④ 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管

理体制及び情報開示体制の監査を行う。

⑤ 監事の職務を補助するものとして、監事の求めに応じ、独立性を有する補助職員を配置する。

⑥ 補助職員は、監事の指揮命令下で業務を行い、監事以外からの指揮命令を受けないものとし、

当該補助職員の異動、人事評価及び懲戒等については、監事の意見を尊重する。

⑦ 補助職員は、監事に同行して、理事会、評議員会、常任理事会等の重要な会議及び理事長との定

期的な会合に陪席することができる。

⑧ 理事又は職員等は、本法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、寄附行為その他

の規程等に反する行為等を発見したときは、直ちに理事長、代表業務執行理事及び業務執行理

事並びに監事に報告する。

⑨ 理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに

応じる。

⑩ 理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意

見交換を図り、相互認識を深める。

⑪ 監事がその職務の執行について本法人に対して費用の前払又は償還、債務の債権者に対する弁

済の請求をしたときは、本法人は当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要

でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

５．本方針の改廃 

本方針に見直しの必要性が生じた場合は、理事会の決議により改正するものとする。 
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２ 体制整備及び運用状況の概要 

※本項では、令和 8 年 4 月 1 日現在の状況を記載しています。

（１）理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

理事会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、寄附行為及び「武庫

川学院文書取扱規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理しています。評議員から理事会の議事録

又はその写しの閲覧請求があった場合には、「武庫川学院財務書類等の閲覧等に関する規則」に則

り、閲覧に供する体制を整備しています。 

（2）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

発生可能性のある様々な事象に伴う危機に対し、迅速かつ的確に対処し、教職員等及び学生・生徒

等の安全確保を図るとともに社会的責任を果たすため、「武庫川学院危機管理規程」を設けていま

す。 

危機管理の最高責任者は、理事長をもって充て、危機管理業務を統括する責任を担います。また、

危機管理統括責任者を置き、法人は理事である学長、大学・短大は教学担当の副学長、附属学校園は

各校長・園長を充て、危機管理責任者は、事務局長とする体制を構築しています。 

その他、主に自然災害を対象とした武庫川学院災害対策本部規程、学生の海外留学を対象とした

「海外留学プログラム危機管理規程」、個人情報保護に関する「武庫川学院個人情報保護及び管理に

関する規程」や研究費の適正経理のための「公的研究費管理規程」といった事象ごとの具体的な危機

管理の規程も整備しています。 

また、リスク管理手法や体制の有効性検証・見直しについては理事会が行います。 

（3）理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

常勤の理事で構成される常任理事会を設置し、「学校法人武庫川学院理事会運営規則」及び「常任

理事会規則」に基づいて理事会から委任を受けた業務の意思決定を行うことで、効率的かつ機動的

に職務を執行しています。 

（4）職員の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制

  内部監査部門として監査室を設置しており、「学校法人武庫川学院内部監査規程」に基づいて、職

員の職務執行の状況を定期的に監査しています。 

また、「学校法人武庫川学院コンプライアンス推進規程」に基づいてコンプライアンス推進委員会を

設置し、不正行為の防止及び再発防止等に関わる職員への研修、教育及び啓発計画の樹立・実施等

を推進します。また、同規程では、コンプライアンス違反があると思料する場合の通報等に関する手

続きについて定めているほか、「武庫川学院公益通報等に関する規程」では、公益通報者保護法に基

づく公益通報の適正な処理の仕組みを定めています。 

（5）監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制等

  「学校法人武庫川学院監事監査等職務規則」において、監事の職務権限・調査権限等を明確にする

ことで、監事の監査が実効的に行われることを確保しています。また、同規則では、監査室や会計監

査人との情報共有や、外部専門家等との連携、補助職員の配置等についても定めています。 
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学校法人武庫川学院

令和７年度 事業報告書

学校法人武庫川学院 〒663-8558

兵庫県西宮市池開町137番地

℡0798-47-1212（代表）

武庫川女子大学

武庫川女子大学短期大学部

［中央キャンパス］

文学部、教育学部、心理・社会福祉学部、健康・

スポーツ科学部、生活環境学部、社会情報学部、

食物栄養科学部、音楽学部、看護学部、経営学

部、文学研究科、臨床教育学研究科、健康・ス

ポーツ科学研究科、生活環境学研究科、食物栄

養科学研究科、看護学研究科、音楽専攻科、短

期大学部

〒663-8558

兵庫県西宮市池開町6-46

℡0798-47-1212（代表）

［浜甲子園キャンパス］

薬学部、環境共生学部、薬学研究科

〒663-8179

兵庫県西宮市甲子園九番町11‐68

℡0798‐45‐9931（代表）

［上甲子園キャンパス］

建築学部、建築学研究科

〒663-8121

兵庫県西宮市戸崎町1-13

℡0798‐67‐0079（代表）

［西宮北口キャンパス］ 〒662-0833

兵庫県西宮市北昭和町9-32

℡0798-31-3341（代表）

［北摂キャンパス］

丹嶺学苑研修センター

〒651-1512

兵庫県神戸市北区長尾町上津4553-1

℡078-986-7381

［アメリカ分校］ 4000 W.Randolph Rd. Spokane,

WA 99224-5279 U.S.A.

℡010-1-509-328-2971（代表）

武庫川女子大学附属高等学校

武庫川女子大学附属中学校

〒663-8143

兵庫県西宮市枝川町4-16

℡0798-47-6436（代表）

武庫川女子大学附属幼稚園 〒663-8558

兵庫県西宮市池開町10-3

℡0798-45-3537

武庫川女子大学附属保育園 〒663-8184

兵庫県西宮市鳴尾町４-１４−２９

℡0798-44-3025



事業報告書の附属明細書 

 私立学校法第 103 条第２項に基づき報告する令和７年度事業報告書の附属明細書に

ついては、事業報告書の内容を補足する重要な事項がありません。 

学校法人武庫川学院 

理事長 大河原 量 




